
別記様式

担当課 障がい福祉課

会 議 の 名 称 令和４年度第１回鴻巣市障害者施策推進協議会

開 催 日 令和４年１１月１１日（金）

開 催 時 間 午前１０時００分 開会 ・ 午前１０時４５分 閉会

開 催 場 所 鴻巣市役所本庁舎 ３０３会議室

議長(委員長・会長)

氏 名
会長 武井 利男

出席者(委員)氏名

（出席者数）

齊藤 健治 荻原 史代 永井 陽子 岡崎 百合子

関口 暁雄 真田 牧人 武藤 五郎 望月 実夏

加藤 新一朗 （出席者数１０名）

欠席者(委員)氏名

（欠席者数)
なし

事務局職員職氏名

健康福祉部長 木村 勝美

健康福祉部副部長 沼上 勝

健康福祉部障がい福祉課長 新島 政博

健康福祉部障がい福祉課

副課長 山﨑 妙子、主幹 嶋村 俊之、

主任 中村 文香、主事 南 綾寧

傍聴の可否

（傍聴者数）
可（傍聴者数０名）

会

議

の

内

容

１．開会

２．市長あいさつ

３．自己紹介

４．会長及び副会長の選任

５．就任あいさつ（会長・副会長）

６．議事（１）公設の障害福祉サービス事業所のあり方について

７．事務連絡

８．閉会



注 会議の内容の欄は、主な意見や質疑内容を交えて概要を記入し、記入事項が多

い場合は、別紙に記入するものとする。

（決定事項など）

・改選後最初の協議会のため、会長及び副会長を選任。「武井委員に会長、齊藤

委員に副会長」の委員推薦案に、委員全員賛同。

・武井会長より、自身が公設の障害福祉サービス事業所の管理者であることから

本日の議事進行に疑義が生じることを避けるため、本日の審議には加わらず、

齊藤副会長に議長を依頼したい旨を委員に諮り、承諾を得る。

・会議の公開及び鴻巣市障害者施策推進協議会傍聴規程を説明。本協議会は原則

公開とすることに決定。

・公設の障害福祉サービス事業所のあり方について、本市が設置している障害福

祉サービス事業所４施設（以下「障害４施設」という。）が果たす役割、障がい

者計画における目標設定、鴻巣市公共施設総合管理計画での評価及び現在の障

害４施設の評価を説明する。その上で、市として利用者が安全に過ごせる環境

の整備と、提供する事業内容の充実により利用者の増加を目指すため、鴻巣市

総合福祉センター（旧おれんじはうす跡）を改修後に、あしたば第一作業所と

川里ポプラ館を令和６年４月１日に移転（予定）することを提案。

・質疑応答及び要望等

・旧おれんじはうすの事業終了理由

…鴻巣市社会福祉協議会が高齢者のデイサービスを運営していたが、民間

参入が十分あり利用者の減少もあったため、令和３年度末に事業終了。

・あしたば第一作業所・川里ポプラ館の移転後の利活用の方向性について

…どちらの施設も市の所有であるが、現時点では決まっておらず、移転後

の所管は資産管理部門に移行する。

・移転後の施設での実施事業について、行政福祉の観点で、今回の移転を機

に、例えばこの地域での課題、医療的ケアが必要な方の支援体制の整備等

必要とされているサービスの提供についても検討いただきたい。

【決定事項】

令和６年４月１日に、あしたば第一作業所と川里ポプラ館を、鴻巣市総合福祉セ

ンターに移転する事務局提案は承認された。 ※最終決定は、議会議決となる。

配
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【事前配布資料】

・公設の障害福祉サービス事業所のあり方について

【当日配布】

・次第

・委員名簿

・席次表

・鴻巣市障害者施策推進協議会傍聴規程

・（新任委員のみ）第３次鴻巣市障がい者計画・第６期鴻巣市障がい福祉計

画・第２期鴻巣市障がい児福祉計画


